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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成24年8月16日(2012.8.16)

【公開番号】特開2012-105290(P2012-105290A)
【公開日】平成24年5月31日(2012.5.31)
【年通号数】公開・登録公報2012-021
【出願番号】特願2011-264689(P2011-264689)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｗ   4/06     (2009.01)
   Ｈ０４Ｍ   1/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｗ  72/08     (2009.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｑ   7/00    １２５　
   Ｈ０４Ｍ   1/00    　　　Ｒ
   Ｈ０４Ｑ   7/00    ５５４　

【手続補正書】
【提出日】平成24年6月29日(2012.6.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信システムの無線アクセス網を介してマルチキャストサービスまたはブロードキ
ャストサービスを移動端末が受信するための方法であって、マルチキャストサービスまた
はブロードキャストサービスは、マルチキャストサービスまたはブロードキャストサービ
スを提供するための複数のベアラに関連付けられ、
　前記移動端末が、マルチキャストサービスまたはブロードキャストサービスに関連付け
られた複数のベアラを示すサービス記述情報を受信するステップと、
　前記サービス記述情報が、前記複数のベアラが予め決められた異なる品質において、Ｒ
ＡＮまたはコアネットワーク内のネットワーク・エンティティにより選択的に提供される
ことを示し、
　前記移動端末が、マルチキャストサービスまたはブロードキャストサービスを要求する
ことを示すためにマルチキャストサービスまたはブロードキャストサービスに関連付けら
れた前記複数のベアラを起動するステップと、
　前記移動端末が、前記起動した複数のベアラのうち前記ネットワーク・エンティティが
選択したベアラについてサービス通知情報を受信するステップと、
　前記移動端末が、前記サービス記述情報に基づき受信した前記サービス通知情報が有効
であると認識した場合には、前記サービス通知情報中に示されたベアラを介して、マルチ
キャストサービスまたはブロードキャストサービスのコンテンツ・データを受信するステ
ップと、を有する方法。
【請求項２】
　前記マルチキャストサービスまたはブロードキャストサービスは、ＵＭＴＳネットワー
クを介して提供されるＭＢＭＳユーザ・サービスである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記サービス通知情報は、少なくとも一つのベアラを移動端末で受信するために必要な
パラメータをさらに示す、請求項１または請求項２に記載の方法。
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【請求項４】
　前記サービス記述情報の内容を記述するためにマークアップ言語が使用される、請求項
１から請求項３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記複数のベアラを起動するステップは、マルチキャストサービスまたはブロードキャ
ストサービスの配信ツリー中における論理状態を設定することである、
請求項１から４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　マルチキャストサービスまたはブロードキャストサービスを受信する移動端末であって
、
　マルチキャストサービスまたはブロードキャストサービスは移動通信システムの無線ア
クセス網を介して送信され、マルチキャストサービスまたはブロードキャストサービスは
、マルチキャストサービスまたはブロードキャストサービスを提供するための複数のベア
ラに関連付けられ、前記移動端末は、
　マルチキャストサービスまたはブロードキャストサービスに関連付けられたサービス記
述情報を受信する受信部と、
　前記サービス記述情報が、前記複数のベアラが予め決められた異なる品質において、Ｒ
ＡＮまたはコアネットワーク内のネットワーク・エンティティにより選択的に提供される
ことを示し、
　前記移動端末が、マルチキャストサービスまたはブロードキャストサービスを要求する
ことを示すためにマルチキャストサービスまたはブロードキャストサービスに関連付けら
れた前記複数のベアラを起動する送信部と、
　前記受信部が、前記起動した複数のベアラのうち前記ネットワーク・エンティティが選
択したベアラについてサービス通知情報を受信するようになされ、
　前記サービス記述情報に基づき受信した前記サービス通知情報が有効であると認識した
場合には、前記受信部が、前記サービス通知情報中に示されたベアラを介して、マルチキ
ャストサービスまたはブロードキャストサービスのコンテンツ・データを受信する、
　移動端末。
【請求項７】
　前記マルチキャストサービスまたはブロードキャストサービスは、ＵＭＴＳネットワー
クを介して提供されるＭＢＭＳユーザ・サービスである、請求項６に記載の移動端末。
【請求項８】
　前記サービス通知情報は、少なくとも一つのベアラを移動端末で受信するために必要な
パラメータをさらに示す、請求項６または請求項７に記載の移動端末。
【請求項９】
　前記サービス記述情報の内容を記述するためにマークアップ言語が使用される、請求項
６から請求項８のいずれかに記載の移動端末。
【請求項１０】
　前記複数のベアラを起動するステップは、マルチキャストサービスまたはブロードキャ
ストサービスの配信ツリー中における論理状態を設定することである、
請求項６から９のいずれかに記載の移動端末。
【請求項１１】
　マルチキャストサービスまたはブロードキャストサービスを受信する移動端末であって
、
　マルチキャストサービスまたはブロードキャストサービスは移動通信システムの無線ア
クセス網を介して送信され、前記移動端末は、
　マルチキャストサービスまたはブロードキャストサービスに関連付けられたサービス記
述情報を受信する受信部と、
　前記サービス記述情報に基づき前記受信部が、マルチキャストサービスまたはブロード
キャストサービスのコンテンツ・データを受信する、
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　移動端末。
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